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【問い合わせ先】 

和歌山市 財政局 財政部 調達課 

〒６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地 

電 話 ０７３－４３５－１０３３（土日祝日・年末年始を除く） 

ＦＡＸ ０７３－４３５－１２５９ 

Ｅ-mail chotatsu@city.wakayama.lg.jp 
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Ⅰ 入札（見積）参加資格審査申請について 

 

和歌山市（和歌山市企業局を含む。以下同じ。）が発注する物品又は役務の調達等に係る入札

及び見積りに参加することを希望する方は、本要領に基づき申請してください。 

なお、故意に虚偽の内容を含む申請をしたときは、入札（見積りを含む。以下同じ。）に参加

する資格を取り消す場合があります。受注の際は、業務に関する諸法令を遵守のうえ、適正に執

行してください。 

１ 資格要件 

本市の入札に参加するには、次の（１）から（５）までの全ての要件を満たしていることが

必要です。 

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。 

ア 入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第

１項各号に掲げる者 

（２）審査基準日（別紙参照）において、同種の業務を営んでいる期間が２年以上あること。 

（３）和歌山市に対し納付すべき市税、消費税及び地方消費税並びに法人税に未納がない者であ

ること。 

（４）許可等を必要とする業務に係る入札については、当該許可等を受けている者であること。 

（５）「和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置

を受けていない者であること。 
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２ 申請方法等  

  「郵送」又は「持参」により提出してください。 

 

  申請書類は、『Ａ４－Ｓ型の紙製フラットファイル（色指定なし）』に、申請書受付調書

（物品・役務関係用）の記載順につづり、ファイルの表紙及び背表紙に申請者名を記入し

てください。 

（Ａ４－Ｓ型の紙製フラットファイルにつづっていない申請書は、受け付けません。） 

 

（１）「郵送」による提出 

受付期間 

令和８年１月１６日（金）から 令和８年５月１５日（金）まで【必着】 

・郵便物の未到着等のトラブル防止のため、書留郵便（レターパック）

等配送状況が確認できる方法での郵送をお勧めします。なお、未到着

等のトラブルにつきましては、当市において一切責任を負いませんの

でご了承ください。 

提 出 先 

「〒640-8511 和歌山市七番丁２３番地 

       和歌山市役所 調達課 宛て」 

※封筒の表に「入札参加資格審査申請書在中」と記載してください。 

そ の 他 

・個別の到着確認の対応は行っておりません。 

・不備等があった場合は「入札（見積）参加資格審査申請書（物品・役

務）」に記載の申請事務担当者（申請手続代理人に記載がある場合は

代理人）の方に連絡しますので、修正等ご対応ください。 

 

（２）「持参」による提出 

受付期間 
令和８年１月１６日（金）から令和８年５月１５日（金）までの 

（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。） 

受付時間 午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時まで 

受付場所 和歌山市役所 本庁舎５階 調達課 

そ の 他 

・申請書類の内容について質問に答えられる方が持参してください。 

・申請書類に不備等がある場合は、再度持参により指定する期日までに

申請いただくことになります。 

 

（３）受領書 

郵送による提出 

「受領書送付用封筒（長形３号・切手１１０円分貼付）」に返信

先の宛名を記載のうえ同封してください。 

※ 通常はがき（８５円切手貼付）でも可。 

※ 申請書類の内容確認後の送付となり、日数を要しますのでご

了承ください。 

持参による提出 受付完了時に、全員 にお渡しします。 
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  ※ 受領書は、書類を受け取ったことを証明するもので、有資格者として名簿に登録されたこ

とを証明するものではありません。  

 

３ 入札参加資格の有効期間 

令和８年６月１日から令和１０年９月３０日まで 

 

４ 審査結果通知 

   競争入札参加有資格者名簿の和歌山市ホームページへの掲載をもって、入札（見積）参

加資格審査結果の通知とします。郵送による個別の結果通知はいたしません。 

 

５ その他留意事項 

（１） 競争入札参加有資格者名簿への登録条件として、定期（追加）申請時とは別に、登録期

間中に年１回「国税及び市税の完納（納税）証明書」の提出を求めていましたが、今回

より登録条件を見直し、必要に応じて適宜照会することとします。なお、定期（追加）

申請時における国税及び市税の完納（納税）証明書の提出は、引き続き必要です。 

（２） 本要領における資格要件を満たさない場合、誓約事項等に違背することが判明した場合

は、入札参加資格が取消しとなる場合がありますのでご留意ください。 

（３）入札（見積）参加資格登録事項に変更が生じたときは、速やかに変更届出書を提出してく

ださい。 

（４）一般競争入札の仕様書にパスワードを設定しておりましたが、機械警備等の保安上必要と

なるものを除き、原則パスワード設定を廃止します。 

パスワード設定する案件は、和歌山市ホームページにおいて告知します。パスワードを和

歌山市ホームページで告知する案内に従って取得してください。（なお、パスワードは令

和１０年９月３０日まで有効なものとなります。） 

（５）資格審査の結果、競争入札参加有資格者名簿に登録されても、業務等の種類によっては登

録期間中に入札がない場合もあります。競争入札参加資格があることによって、直ちに発

注がある制度ではありませんのでご留意ください。 
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◆申請書類の綴じ方 

   Ａ４-Ｓ型（Ａ４縦型）の紙ファイル 

 

 

  

 

 

 

 

  

  表紙、背表紙に商号等を記入   ※それぞれ順番に並べて綴じてください。 

   （表紙はふりがなも）     ※クリップ留めにする書類 

                    ・「使用印鑑届（委任状）」２部 

                    ・受領書送付用封筒…郵送申請者のみ   

㈱和歌山
わ か や ま

城
じょう

印刷
いんさつ

 
㈱
和
歌
山
城
印
刷 

 

Ａ４判紙ファイル 

に綴る書類 

クリップ留め 

にする書類 

封筒 
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Ⅱ 入札（見積）参加資格審査申請に必要な書類 

 必要書類は下記のとおりです。各1部提出してください。 
 ただし、使用印鑑届のみ２部提出してください。 
 

提出書類 法

人 

個

人 

説明 備考 

申請書受付調書（物品
・役務関係用） ◎ 提出書類を確認するための調書。  

入札（見積）参加資格
審査申請書（物品・役
務） 

◎ 
１部作成してください。  

附表（物品・役務関係
業者用） ◎ １部作成してください。 

使用印鑑届（委任状） ◎ ２部提出してください（コピー不可）  

物品調書 

〇 

和歌山市と取引を希望する物品等がある場合、登録を希望す
る業種に応じて提出。 
１１０４・・・電力を希望される事業者は、電気事業法第２
条の２の規定による小売電気事業の登録を証する書類及び供
給約款を併せて提出。 

※小売電気事
業登録を証す
る書類及び供
給約款は写し
を添付 

印刷業者調書 

〇 

物品調書の品種・業種コード 
０１０１・・・活版印刷 
０１０２・・・タイプ・タイプオフセット印刷 
０１０３・・・オフセット印刷 
       （ポスター・リーフレット） 
０１０４・・・フォーム印刷 
０１０５・・・コピーサービス 
０１０６・・・法令印刷 
０１０７・・・地図印刷 
０１０８・・・シール印刷 
０１９９・・・その他 
上記を希望される方は物品調書と併せて提出。 

 

工業薬品取扱業者調書 
〇 

物品調書の品種・業種コード 
１３０４・・・工業薬品 
上記を希望される方は物品調書と併せて提出。 

※代理店証明
・特約店証明
は原本を添付 

燃料等販売業者調書 

〇 
物品調書の品種・業種コード 
１１０１・・・ガソリン・軽油・灯油・重油 
１１０２・・・ＬＰガス 
上記を希望される方は物品調書と併せて提出。 

 

自動車販売業者調書 

〇 

物品調書の品種・業種コード 
１００１・・・自動車（販売） 
１００２・・・貨物自動車（販売） 
１００３・・・塵芥自動車（販売） 
１００４・・・消防車両（販売） 
１００５・・・その他の特殊車（販売） 
１００６・・・車両艤装 
上記を希望される方は物品調書と併せて提出。 

 

自動車修理業者調書 
〇 

物品調書の品種・業種コード 
１００７・・・車両修理 
上記を希望される方は物品調書と併せて提出。 
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業務委託調書 

〇 
和歌山市と取引を希望する役務がある場合、登録を希望する
業種に応じて提出。 
当該調書１部（４枚１セット）を作成してください。 
※許認可等書類の写しの提出を忘れないでください。 

 

印鑑証明書 ◎  法務局が発行するもの。 
※３か月以内に発行されたもの。（申請日時点） 

原本又は写し 

印鑑登録証明書  ◎ 市町村が発行するもの。 
※３か月以内に発行されたもの。（申請日時点） 

原本又は写し 

履歴事項全部証明書 
◎  

法務局が発行するもの。 
※３か月以内に発行されたもの。（申請日時点） 
※「現在事項全部証明書」ではありません。 

原本又は写し 

財務諸表 ◎  賃借対照表、損益計算書、株式資本等変動計算書 
※２か年分必要です。 

写し 

所得税等確定申告書 

 ◎ 
確定申告書及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書 
※２か年分必要です。 
※電子申告の場合、申告データ送信後、メッセージボックス
に格納される「受信通知」とともに提出してください。 

写し 

法人納税証明書 
（国税：その３の３） ◎  税務署発行（※申請日から３か月以内に発行されたもの。）

の写し 
※電子納税証明書（PDF形式に限る）を印刷したものも可 
 

原本又は写し 
 
 個人納税証明書 

（国税：その３の２）  ◎ 
和歌山市税完納証明書 

〇 
和歌山市税が課税されている場合のみ必要。 
和歌山市が発行するもの。 
※３か月以内に発行されたもの。（申請日時点） 

原本又は写し 

役員等調書及び照会承
諾書 

◎ 
役員等について記入し、提出してください。 
【法人】履歴事項全部証明書に記載されている役員（代表

者、監査役等を含む。）全員及び受任者（受任営業所
を設定する場合）について記入してください。 

【個人】代表者について記入してください。 

 

営業所実態調書 〇 和歌山市内に本店等又は支店等を有している場合のみ必要。 
※写真はカラーで貼り付けてください。 

 

受領書返信用封筒 郵送での
申請者 

郵送で申請された場合のみ 
・長形３号封筒（１１０円切手貼付）又は通常はがき（８５
円切手貼付）に宛名記載し同封。 

 

１ ◎は必ず提出しなければならない書類です。 
２ 〇は該当する場合に提出する書類です。 

ただし、物品調書又は業務委託調書のいずれかを必ず提出してください。 
３ 納税証明書の提出は、申請日時点で未納がないことを証明するために提出する書類です。 

なお、納期未到来のため未納の税額が表示されている納税証明書は、申請日時点で納期が到来してい
る場合は、改めて未納額のない納税証明書（又は支払完了を証明できる書類）が必要です。 

 ※なお、税務署発行の納税証明書については電子納税証明書（PDF形式に限る）を印刷し提出いただく
ことも可能です。交付方法の詳細は国税庁ホームページでご確認ください。 

４ 和歌山市内に所在する支店等を有し、和歌山市の「納税（完納）証明書」が発行されない場合は、和
歌山市長に対し届出を行った 「法人設立・事務所等設置申告書」の写しを提出してください。 

５ 審査基準日から２年前までの間で、吸収合併、会社分割等が行われている場合は、別途書類を提出
して頂く場合がありますので、当該事項に該当する場合は、お問い合わせください。 
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Ⅲ 入札（見積）参加資格審査申請書等の記載要領 
 
１ 留意事項 
 （１）資格審査申請書等提出書類に虚偽の記載等をした場合は、資格を有すると認められない

ことがあります。 
 （２）資格審査申請書他すべての提出書類は、全て代表者名（法人にあっては代表権を有する

代表取締役、個人にあっては代表者）で申請してください。 
 （３）「商号又は名称」は個人営業で屋号等があれば屋号等を記載してください。 
（４）エクセル様式に入力してください。または黒色のペン、ボールペン等を使用し、楷書で、

丁寧に記入してください。 
（５）印鑑及びゴム印は、鮮明に押印してください。 
（６）入札（見積）参加資格審査申請書等の書類は、和歌山市と取引する際の基本資料となり

ます。指定事項は漏らさず記入してください。 
 
２ 各様式の記載要領 
〇申請書受付調書（物品・役務関係用） 
（１）申請者 
   商号又は名称を記入してください。 
（２）申請者確認欄 
   該当する箇所に〇印等を記入してください。 
 
〇入札（見積）参加資格審査申請書（物品・役務） 
（１）申請者 

①本店等所在地 
【法人】登記上の所在地と郵便番号 
【個人】住民票上の住所と郵便番号 
※実際に営業している場所が登記上の所在地等と異なる場合は実際に営業している住
所を記載し、本社・本店の所在地の上部に登記上又は住民票上の住所も記載すること。 

②商号又は名称 
  【法人】登記上の商号 
  【個人】使用している名称（屋号） 
③代表者職氏名 

代表者の役職名及び氏名を記載してください。 
④申請事務担当者 

    申請手続きの担当者及び連絡先等を記載してください。 
⑤申請手続代理人 

    代理人に申請を委任（依頼）する場合、代理人の氏名連絡先を記載してください。 
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〇附表（物品・役務関係業者用） 
（１）申請区分 該当する方にレ点を記載 

継続：令和７年９月３０日まで有効な登録をされている方 
新規：上記以外の方 

   
（２）本社・本店 

 ※受任設定にかかわらず、全員記載してください。 
   ①商号又は名称 
     【法人】登記上の商号 
     【個人】使用している名称（屋号） 
   ②代表者役職・代表者氏名 
     代表者の役職名及び氏名を記載してください。 

③所在地 
【法人】登記上の所在地等 
【個人】住民票上の住所等 
※ 実際に営業している場所が登記上の所在地等と異なる場合は実際に営業している

住所を記載してください。 
④電話番号・ＦＡＸ番号 

     ※ 契約の権限を委任する場合は、受任者欄に記載の連絡先に通知等を送付します。 
（３）受任者 

 支店長等（支店等の代表者をいいます。以下同じ。）に和歌山市との取引（入札、見積
り、契約等をいいます。以下同じ。）に関する権限を委任する場合に記載してください。 
 受任者（申請者から取引に関する権限の委任を受けた者をいいます。以下同じ。）の属
する営業所等の名称、所在地、受任者役職及び受任者氏名等を記載してください。 

≪要件≫ 
  ①受任営業所は、職員が配置され、和歌山市が連絡をとることができるものでなければなり

ません。また、和歌山市内の支店等を受任者に設定する場合は、「和歌山市調達契約に係
る市内業者及び準市内業者の認定に関する要綱第３条」に掲げる認定要件を満たす必要が
あります。 

  ②和歌山市内の支店等を受任者に設定する場合は、和歌山市長に対し「法人設立・事務所等
設置申告書」の届出がなされていることが必要です。（申請者が法人の場合に限る。） 

③申請者と受任者が同一人物の場合、契約等の権限があいまいになるため、原則として同一
人物への委任はできません。 

 
（４）その他和歌山市内の営業所等 
  ①和歌山市内に営業所等を設置しているが受任者の設定をしない場合のみ記載してください。 
  ②和歌山市長に対し「法人設立・事務所等設置申告書」を届出がなされていることが必要で

す。（申請者が法人の場合に限る。） 
③「和歌山市調達契約等に係る市内業者及び準市内業者の認定に関する要綱第３条」に掲げ
る認定要件を満たす必要があります。 
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（５）和歌山市税の納税（課税）の状況 
    該当する項目にレ点を記入してください。 
（６）経営事項 

①営業開始年月 
  【法人】履歴事項全部証明書の法人設立年月 
  【個人】営業開始年月 
②資本金額【法人のみ】 
  履歴事項全部証明書の資本金を記載してください。 
③従業員数 

審査基準日（別紙参照）現在における実数を記載してください。 
（ただし、アルバイト、パートタイマー等は除く。） 

（７）営業区分 
 主たる事業が属する業種を１つ選択し、✓点を記入してください。 
 複数の事業を兼営している企業の属する業種は、その企業が主として営む事業を従業員数
の配分、営業収益の割合等から判断し選択してください。 

（８）提出調書 
ア 提出する調書に応じ、その欄に✓点を記入してください。 
イ 複数の調書を提出する場合には、該当する欄の全てに✓点を記入してください。 
 

〇使用印鑑届（委任状） 
（１）代表者職氏名（申請者） 

 ※受任者設定にかかわらず、全員記載してください。 
※実際に営業している場所が登記上の所在地等と異なる場合は実際に営業している住所を
記載してください。 

①実印 
【法人】登記所登録の実印を押印してください。 

 【個人】住所地市町村登録の実印を押印してください。 
（２） 本社・本店で契約締結等を行う場合 
   本社・本店が取引を行う場合、使用される印鑑を押印してください。 
（３）契約締結権限等をその他の営業所に委任する場合【受任者設定の場合】 
   受任者を設定される場合は、受任者の属する営業所等の所在地、受任者職氏名等を記載し

てください。 
また、受任者が取引を行う場合、使用される印鑑を押印してください。 



　　　　別紙

※１月１５日、５月１５日及び９月１５日が休日等になる場合は、その日後において最も近い休日等でない日までとします。

※受付終了日の翌日が休日等になる場合は、その日後において最も近い休日等でない日からとします。

別紙

予定

予定

予定

状況

終了

受付中

予定

予定

予定

申 請 期 間 有 効 期 間 審 査 基 準 日

（２年） 令和８年４月１日

➊
定期申請の受付終了日の翌日から

令和８年１月１５日まで

令和８年２月１日から

令和１０年９月３０日まで
（２年８か月） 令和７年８月１日

令和７年１２月１日

令和８年１０月１日から

令和１０年９月３０日まで
❸

上記❷に係る申請の受付終了日の翌日から

令和８年９月１５日まで

❷
上記❶に係る申請の受付終了日の翌日から

令和８年５月１５日まで

令和８年６月１日から

令和１０年９月３０日まで
（２年４か月）

上記❼に係る申請の受付終了日の翌日から

令和１０年５月１５日まで

令和１０年６月１日から

令和１０年９月３０日まで

令和９年２月１日から

令和１０年９月３０日まで

❼
上記❻に係る申請の受付終了日の翌日から

令和１０年１月１５日まで

令和１０年２月１日から

令和１０年９月３０日まで

上記❸に係る申請の受付終了日の翌日から

令和９年１月１５日まで
❹

（４か月） 令和９年１２月１日

❻
上記❺に係る申請の受付終了日の翌日から

令和９年９月１５日まで

令和９年１０月１日から

令和１０年９月３０日まで
（１年） 令和９年４月１日

（８か月） 令和９年８月１日

❽

（１年８か月） 令和８年８月１日

❺
上記❹に係る申請の受付終了日の翌日から

令和９年５月１５日まで

令和９年６月１日から

令和１０年９月３０日まで
（１年４か月） 令和８年１２月１日
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